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① 行政協力に関する業務委託            【コミュニティ・協働推進課】 
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 制度の概要 
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③ 町内、自治会集会所等整備資金貸付         【コミュニティ・協働推進課】 

 制度の概要 

 貸付の対象 
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 貸付の要件 

 貸付金額 

 申請書類 

 手続きの手順 
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（令和 5 年 4 月分の電灯料から）株式会社西九州させぼパワーズ（NSP）が町内会等に代わって電

灯料を支払い、市は NSP へ補助を行います。 

ただし、１０W を超える防犯灯所有町内会は市の補助金（10W 電灯料金）との差額を NSP へ支払

う必要があります。 

 

防犯のために設置された街灯で、その維持管理を町内会等が行い、かつ、電力会社から公衆街路灯 A

として電灯料金の割引を適用されている街灯が補助対象となります。 

 

町内会等が保有する防犯灯数 1 灯あたり 10W の電灯料支払額 

 

補助申請の必要はありませんが、協定書の提出が必要です。また、加入後に防犯灯の新規契約、契約

解除、契約変更を行う際には九州電力との電気契約時に電気工事業者等を通じて各町内会から提出し

ている「電気ご使用申込書およびお客さま設備工事設計図（完成届）兼施工証明書」にあるお支払（送

付）先情報を以下のとおりに記載いただき、市にも報告をしていただく必要があります。 

名義：株式会社西九州させぼパワーズ 

フリガナ：カブシキガイシャニシキュウシュウサセボパワーズ 

住所：郵便番号 101-0054 

東京都港区西新橋 1 丁目 18 番地 6 号クロスオフィス内幸町 

パシフィックパワー株式会社気付 

 

・佐世保市内の防犯灯電灯料の支払に関する協定書 

 

 

町内会 備考（添付書類等） 

佐世保市内の防犯灯電灯料の支払

に関する協定書の提出 

町内会が支払っている防犯灯電灯料の領収書等

（お客様番号が分かるもの）を添付 

 

 

防犯灯電灯料支払事業                 【市民安全安心課】 

 制度の概要 

補助対象 

 NSP への市の補助額 

 申請時期 

 申請書類 

 手続きの手順 
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町内会等が所有をしている LED 防犯灯が更新時期を迎えることに伴う、町内会の経費増大に対する

支援を目的に実施される補助制度です。 

市、町内会等、NSP（株式会社西九州させぼパワーズ）が三者協定を締結し、町内会等及び市が１

灯あたりの年額で費用負担及び補助を実施し、LED 防犯灯更新の維持管理者となる NSP へ市が補助

を実施します。 

 

・町内会等が既に設置している LED 防犯灯の更新にかかる経費 

※１０W を超える LED 防犯灯は１０W 以下の LED 防犯灯に更新することが条件 

 

・年間補助及び負担金額：1 灯あたり年額 750 円（令和 4 年度分、14 年度分は半年のため 375 円） 

※１０W を超える LED 防犯灯は別途ワット数変更に伴う別料金が 1 回につき、税込 3,300 円（複数

灯の場合は 1 灯増えるごとに 550 円追加）あります。 

※協定加入灯数が増加する場合は。増加した灯数分の料金について令和 4 年度分まで遡った料金を負

担することになります。 

 

・新規に協定に加入される場合は毎年度 4 月からの加入となりますので、位置図及び協定書の提出が

必要です。9 月中までにご相談ください。 

 

・佐世保市 LED 防犯灯更新に関する協定書 

・LED 防犯灯維持管理申込書 

・LED 防犯灯位置図 

 

担当課  町内会 備考（添付書類等） 

  ① 協定加入の相談 9 月中までにご相談 

② 協定書、維持管理申

込書送付 
   

  
③ 協定書、維持管理申

込書、位置図提出 
３月上旬まで締結作業 

L E D 防 犯 灯 更 新 維 持 管 理 事 業         【 市 民 安 全 安 心 課 】 

 制度の概要 

 補助対象 

 NSP への市の補助額及び町内会等の負担額 

 申請時期 

 申請書類 

 手続きの手順 
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地域の防犯力の向上を図り、市民が安全・安心に暮らすことができる社会の実現に寄与することを

目的として、犯罪の発生を未然に防ぐために防犯カメラを設置する町内会や地区自治協議会（以下、

「町内会等」という）へ設置費用の補助を行うものです。 

 

（１）犯罪の発生を未然に防ぐため、公道その他不特定多数の者が往来する公共の場を常時撮影する

ために設置され、映像の記録機能を有する防犯カメラ、録画装置、専用柱その他防犯カメラと

一体となって機能する機器等の購入に要する経費 

（２）防犯カメラの設置を明示する表示板等（以下「表示板等」という。）に要する経費 

（３）防犯カメラ等又は表示板等の設置に要する経費 

（個人宅、駐車場、ごみ収集場など、個人や団体の資産管理を目的とするもの、特定の個人の行動

を監視する目的に設置されるものを除きます。） 

 

補助率 2 分の１ 

補助金上限額 150,000 円 

（原則として、事業期間中 1 団体につき、1 台まで） 

 

① まず、補助制度の事前協議書等を送付しますので、申請を希望される場合は提出ください。 

② 事前協議書を確認し、優先順位を決定し、上位 10 町内会等に補助金申請書を送付します。申請書

類に添付資料を添えて提出ください。 

⑧ 防犯カメラ設置事業費補助金          【市民安全安心課】 

◆ 制度の概要 

◆ 補助対象 

◆ 補助金額 

◆ 申請時期 

 防犯灯の新設等について 



17 

 

 

時期 申請書類 

事前協議書提出時 事前協議書、防犯カメラの見積書・仕様がわかる書類・配置図・設置

図面・現況写真など 

補助金交付申請時 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、町内会等にお

ける合意が形成されていることを示す書類、同意書（撮影区域内の

住民等の同意）など 

実績報告時（購入、設置後） 補助金実績報告書、事業報告書、収支決算書、写真、補助金交付請求

書など 

 

 

担当課  町内会等 備考（添付書類等） 

① 事前協議書送付 ⇒  
町内会長、地区自治協議会長へ送付し

ます 

 ← ② 事前協議書提出 防犯カメラの仕様などが分かる書類 

③ 補助金交付申請書 ⇒  
市で事前協議書を確認し、協議後に対

象となる町内会等に送付します。 

 ← ④ 補助金交付申請書提出 

事業計画書、収支予算書、見積書、町

内会等の合意書、撮影区域内住民の同

意書など 

⑤ 補助金交付決定通知 ⇒  決定後防犯カメラの購入、設置 

 ← ⑥ 実績報告書提出 
事業報告書、収支決算書、写真、補助

金交付請求書など 

⑦ 補助金確定通知及び

補助金交付 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 申請書類 

◆ 手続きの手順 
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⑱ 自主防災組織結成に対する用品の助成          【防災危機管理局】 

 制度の概要 
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 災害時や災害発生のおそれがある時に、市民へ適切な防災情報をより確実に伝達するために、防災

行政無線の放送を受信することのできる戸別受信機を無償でお貸しするものです。 

 

 標準型戸別受信機 

 (1)市内に住所を有し、かつ、居住している世帯の世帯主 

 (2)要配慮者利用施設及び指定避難所等の長または代表者 

 (3)防災関係機関の長 

(4)地区自治協議会及び自主防災組織の代表者 

 (5)その他市長が特に必要と認める者 

 文字表示機能付き戸別受信機 

 (1)市内に住所を有し、かつ、居住している者で、聴覚障害を理由として身体障害者手帳の交付を受

けている者の属する世帯の世帯主 

 (2)その他市長が特に必要と認める者 

 

 無償での貸与となります。 

 ただし、施設の廃止や市外への移転、対象者の転出や死亡などが生じた場合は返還をお願いします。 

 また、使用者の故意または過失により、故障や滅失が発生した場合の費用は、使用者の負担となりま

す。 

 

 随時受付をしております。 

 

 (1)新規申請の場合 ・佐世保市戸別受信機借用申請書（標準型戸別受信機用・一般用） 

           ・佐世保市戸別受信機借用申請書（標準型戸別受信機用・施設団体用） 

           ・佐世保市戸別受信機借用申請書（文字表示機能付き戸別受信機用） 

 (2)返却の場合   ・佐世保市戸別受信機返還届 

 (3)変更の場合   ・佐世保市戸別受信機申請事項変更届 

 

 担当課  申請者 備考（添付書類等） 

新規 

②申請受付機器設定 ⇦ 
①書面又はオンラインで申

請 

随時受付(防災局又は各支

所で) 

③受取方法に合わせた送付準備 ⇒ 
④窓口受取又は宅配配送に

よる受取 
 

返却 ②書面、機器の確認 ⇦ ①書面と機器の持ち込み 防災局又は各支所 

変更 
②書面確認、機器の再設定 ⇦ ①書面と機器を持ち込み 防災局のみで手続き 

 ⇒ ③再設定後の機器の受取 再設定に 15 分程度必要 

⑲ 防災行政無線戸別受信機（防災ラジオ）の無償貸与  【防災危機管理局】 

◆ 制度の概要 

◆ 手続きの手順 

◆ 補助対象 

◆ 補助金額 

◆ 申請時期 

◆ 申請書類 

町内会放送に活用することも可

能です。 

詳細については防災危機管理局

へお問い合わせください。 
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「佐世保市個別受信機借用申請」は、オンライン申請が可能になりました。 

ご利用の際は、右の二次元バーコードから佐世保市ホームページにアクセスしてください。 

 

◆ オンライン申請 
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⑳ 女性防火防災クラブ・少年消防クラブ運営交付金         【予防課】 

 制度の概要 

 交付の対象と交付金額 
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宇久町の方は宇久環境センターへ申請してください。
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